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平 成 2 9 年 第 ３ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 平 成 2 9 年 ９ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、平 成 2 9 年 第 ３ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 6 0 号  小 城 市 職 員 の 修 学 部 分 休 業 に 関

す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 、 職

員 の 修 学 部 分 休 業 の 実 施 に 関 し 、 基 本 と な る 事 項 を 制

定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

制 定 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 職 員 が 公 務 に 関 す る 能

力 の 向 上 に 資 す る た め 大 学 等 に 修 学 す る 場 合 に 、 期 間

を 定 め て 休 業 扱 い に で き る よ う に す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 1 号  小 城 市 職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に

関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 、

職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 の 実 施 に 関 し 、 基 本 と な る 事 項

を 制 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

制 定 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 職 員 が 大 学 等 課 程 の 履

修 又 は 国 際 貢 献 活 動 を 行 う 場 合 に 、 期 間 を 定 め て 休 業
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扱 い に で き る よ う に す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 2 号  小 城 市 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に

関 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 、

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 の 実 施 に 関 し 、 基 本 と な る 事 項

を 制 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

制 定 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 職 員 の 配 偶 者 が 外 国 に

赴 任 等 を す る 際 、 同 行 す る 場 合 に 、 期 間 を 定 め て 休 業

扱 い に で き る よ う に す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 3 号  小 城 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 人 事 院

規 則 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 職 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 育 児 休 業 等 の 期 間 の 延

長 が で き る 特 別 な 事 由 に 、 養 育 す る 子 が 保 育 所 等 に 入

所 で き な い 状 態 に あ る こ と を 追 加 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 4 号  小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 で ご ざ い ま す が 、 地 方 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ る こ

と に 伴 い 、 小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 所 得 税 法 に 規 定 さ れ て
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い ま す「 控 除 対 象 配 偶 者 」の 定 義 や 、「 配 偶 者 控 除 ・ 配

偶 者 特 別 控 除 」 な ど 関 係 規 定 の 整 備 に 併 せ た 地 方 税 法

が 改 正 さ れ る こ と に 伴 い 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 5 号  小 城 市 特 定 教 育・保 育 施 設 及 び

特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、「 子 ど も・子 育

て 支 援 法 施 行 規 則 」 及 び 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特

定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 」 の 一 部 を 改 正

す る 内 閣 府 令 に よ り 国 の 運 営 基 準 が 改 正 さ れ た こ と に

よ り 、 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 保 護 者 か ら 教 育 ・ 保 育

の 提 供 を 求 め ら れ た 場 合 に 認 定 こ ど も 園 等 の 施 設 が 行

う 受 給 資 格 等 の 確 認 は 、 必 要 に 応 じ て 行 う も の と し 、

保 護 者 が 支 給 認 定 証 の 交 付 を 受 け て い な い 場 合 は 、 支

給 認 定 証 と 同 一 の 事 項 が 記 載 さ れ た 通 知 に よ り 行 う も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 6 号  小 城 市 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 徴

収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 土 地 改

良 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 営 土 地 改

良 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 土 地 改 良 法 第 1 1 3 条 の
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２ 第 ２ 項 が 同 法 第 1 1 3 条 の ３ 第 ２ 項 に 変 更 に な っ た こ

と に 伴 い 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。 

 

続 き ま し て 、 決 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

は じ め に 、 議 案 第 6 7 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 一 般 会

計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き ま し

て は 、予 算 現 額 2 2 9 億 3 , 8 1 6 万 5 , 3 8 6 円 に 対 し ま し て 、

調 定 額 が 2 1 4 億 1 , 9 7 0 万 1 , 1 4 3 円 、 収 入 済 額 が 2 1 2 億

6 , 8 7 7 万 9 , 6 5 3 円 で 、不 納 欠 損 額 は 8 3 5 万 7 , 9 4 5 円 、収

入 未 済 額 は １ 億 4 , 2 5 6 万 3 , 5 4 5 円 と な っ て お り ま す 。

収 入 未 済 額 と し ま し て は 、市 税 １ 億 2 , 8 1 1 万 1 , 5 9 1 円 、

分 担 金 及 び 負 担 金 8 5 1 万 8 , 7 8 0 円 が 主 な も の で ご ざ い

ま す 。 な お 、 市 税 の 収 納 率 に つ き ま し て は 、 前 年 度 よ

り 0 . 9 ポ イ ン ト 改 善 し 、 9 6 . 9％ と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 2 2 9 億 3 , 8 1 6

万 5 , 3 8 6 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 0 6 億 7 , 8 7 5 万

4 6 0 円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 、 ５ 億 9 , 0 0 2 万

9 , 1 9 3 円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 8 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 授 産 場 特 別

会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き ま

し て は 、 予 算 現 額 2 , 5 7 6 万 ８ 千 円 に 対 し ま し て 、 調 定
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額 が 2 , 1 9 8 万 2 , 2 1 8 円 、 収 入 済 額 も 同 額 と な っ て お り

ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 2 , 5 7 6 万 ８ 千

円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 , 1 3 0 万 6 , 1 9 3 円 と な っ

て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 、 6 7 万 6 , 0 2 5 円

と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 9 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き

ま し て は 、 予 算 現 額 9 9 4 万 ２ 千 円 に 対 し ま し て 、 調 定

額 が 9 8 8 万 8 , 7 1 3 円 、 収 入 済 額 が 9 8 5 万 3 , 9 2 9 円 、 収

入 未 済 額 が ３ 万 4 , 7 8 4 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 9 9 4 万 ２ 千 円

に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 8 1 4 万 9 8 0 円 と な っ て お り

ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 、 1 71 万 2 , 9 4 9

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 0 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き ま

し て は 、 予 算 現 額 2 4 億 2 , 4 5 5 万 ９ 千 円 に 対 し ま し て 、

調 定 額 が 2 3 億 3 , 5 5 4 万 8 , 4 8 3 円 、収 入 済 額 が 2 3 億 2 , 8 5 9

万 9 , 5 1 3 円 で 、不 納 欠 損 額 は 2 2 万 8 , 5 8 0 円 、収 入 未 済

額 は 6 7 2 万 3 9 0 円 と な っ て お り ま す 。  
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次 に 、歳 出 で ご ざ い ま す が 、予 算 現 額 2 4 億 2 , 4 5 5 万

９ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 2 億 5 , 8 1 5 万 3 , 7 0 2

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、歳 入 歳 出 差 引 額 は 、 7 , 0 4 4 万 5 , 8 1 1

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 1 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に

つ き ま し て は 、予 算 現 額 6 3 億 9 , 0 4 1 万 ７ 千 円 に 対 し ま

し て 、 調 定 額 が 6 2 億 1 9 6 万 1 , 2 5 4 円 、 収 入 済 額 が 6 0

億 1 7 5 万 5 , 3 5 3 円 で 、不 納 欠 損 額 は 2 , 4 6 9 万 8 , 4 4 0 円 、

収 入 未 済 額 は 1 億 7 , 5 5 0 万 7 , 4 6 1 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、歳 出 で ご ざ い ま す が 、予 算 現 額 6 3 億 9 , 0 4 1 万

７ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 6 0 億 8 , 0 3 5 万 9 , 1 9 8

円 と な り 、 歳 入 歳 出 差 引 歳 入 不 足 額 7 , 8 6 0 万 3 , 8 4 5 円

を 翌 年 度 繰 上 充 用 金 で 補 填 い た し ま し た の で 、 歳 入 歳

出 差 引 残 額 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 2 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者

医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、 歳 入

に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 ４ 億 9 , 9 6 2 万 ６ 千 円 に 対 し

ま し て 、 調 定 額 が ５ 億 1 7 7 万 7 , 5 7 5 円 、 収 入 済 額 が ４

億 9 , 9 8 7 万 6 , 8 1 8 円 で 、 不 納 欠 損 額 は ２ 万 5 , 8 0 0 円 、

収 入 未 済 額 は 1 8 7 万 4 , 9 5 7 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 ４ 億 9 , 9 6 2 万
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６ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が ４ 億 9 , 2 9 8 万 8 , 2 5 9

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 、 6 88 万 8 , 5 5 9

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 3 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 で ご ざ い ま す が 、 は じ め

に 、平 成 2 8 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。 

給 水 戸 数 は 、前 年 度 よ り 6 3 戸 増 の 6 , 8 4 5 戸 、年 間 有

収 水 量 は 1 5 7 万 1 , 0 2 1 立 方 メ ー ト ル で 、 前 年 度 よ り

1 . 4％ の 減 と な っ て お り ま す 。 有 収 率 は 9 0 . 1 7％ で 、 前

年 度 よ り 2 . 2 6 ポ イ ン ト の 増 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

営 業 収 益 は 、２ 億 6 , 2 8 6万 4 , 3 6 5円 で 、前 年 度 よ り 0 . 9％

の 減 、 営 業 費 用 は 2億 2 , 4 0 3万 1 , 6 6 3円 で 、 前 年 度 よ り

2 . 2％ の 減 と な り 、 営 業 利 益 は 3 , 8 8 3万 2 , 7 0 2円 と な っ て

お り ま す 。  

次 に 、営 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、1 , 1 7 7万 5 , 2 2 1円 で 、

前 年 度 よ り 5 . 1％ の 減 、営 業 外 費 用 は 1 , 4 1 2万 3 , 0 7 4円 で 、

前 年 度 よ り 9 . 1％ の 減 と な っ て お り ま す 。  

特 別 利 益 1 4万 7 , 6 1 7円 は 満 期 償 還 に な り ま し た 地 方 債

の 償 還 金 と 購 入 価 格 の 差 額 及 び 貸 倒
かしだおれ

引 当 金 戻 入 益
ひきあてきんもどしいれえき

と な

っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い た
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当 年 度 の 純 利 益 は 3 , 6 6 3万 2 , 4 6 6円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、資 本 的 収 入 の 総 額 は

２ 億 1 1 1万 ５ 千 円 で 、 地 方 債 満 期 償 還 金 の 購 入 価 格 分 な

ど と な っ て お り ま す 。  

資 本 的 支 出 の 総 額 は 8 , 0 5 3万 2 , 6 4 6円 と な っ て お り ま

す 。  

ま た 、 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 は 9 , 2 8 3 万 4 , 2 1 9 円

と な っ て お り ま す 。  

利 益 の 処 分 と い た し ま し て 、 未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら

2 , 0 0 0 万 円 を 建 設 改 良 積 立 金 に 積 み 立 て 、残 り の 7 , 2 8 3

万 4 , 2 1 9 円 を 繰 越 利 益 剰 余 金 と す る も の で ご ざ い ま す 。 

 

次 に 、 議 案 第 7 4 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 決 算 認 定 で ご ざ い ま す が 、は じ め に 、平 成 2 8 年 度 の

業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

入 院 患 者 延 数 は 2 3 , 2 8 0 人 で 前 年 度 よ り 3 9 1 人

（ 1 . 6 5％ ） の 減 と な り 、 １ 日 平 均 患 者 数 6 3 . 7 8 人 、 病

床 利 用 率 は 6 4 . 4 3％ と な っ て お り ま す 。 外 来 患 者 数 は 、

4 8 , 5 5 1 人 で 前 年 度 よ り 6 0 2 人 （ 1 . 2 2％ ） の 減 と な り 、

１ 日 平 均 患 者 数 は 1 9 4 . 9 8 人 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

医 業 収 益 は ､ 1 1 億 1 , 7 3 4 万 2 , 1 9 0 円 で 前 年 度 よ り

2 , 7 4 7 万 1 , 9 3 4 円（ 2 . 4 0％ ）の 減 、医 業 費 用 に つ き ま し

て は 、 1 1 億 8 , 6 6 8 万 1 , 1 5 8 円 で 前 年 度 よ り 1 , 2 0 1 万
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3 , 7 2 5 円 （ 1 . 0 0％ ） の 減 と な り 、 医 業 損 失 は 6 , 9 3 3 万

8 , 9 6 8 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 医 業 外 収 益 に つ き ま し て は ､１ 億 2 , 2 6 6 万

3 , 5 5 1 円 で 、 前 年 度 よ り 1 , 9 9 4 万 8 , 4 8 8 円 （ 1 9 . 4 2％ ）

の 増 、医 業 外 費 用 は 、2 , 7 6 5 万 5 , 2 1 1 円 で 、前 年 度 よ り

8 8 万 1 , 0 3 4 円 （ 3 . 0 9％ ） の 減 で 、 医 業 外 利 益 は 9 , 5 0 0

万 8 , 3 4 0 円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い

た 当 年 度 の 純 利 益 は 2 , 5 6 6 万 9 , 3 7 2 円 と な っ て お り ま

す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、平 成 2 8 年 度 は 、オ

ー ダ リ ン グ シ ス テ ム 等 の 更 新 を 行 っ た こ と か ら 、 資 本

的 収 入 の 合 計 は 3 , 8 9 3 万 １ 千 円 で 前 年 度 よ り 1 , 5 9 3 万

円（ 6 9 . 2 6％ ）の 増 、資 本 的 支 出 の 合 計 は １ 億 1 , 2 3 9 万

2 , 7 1 4 円 で 前 年 度 よ り 7 , 8 1 5 万 3 , 0 1 4 円（ 2 2 8 . 2 5％ ）の

増 と な っ て お り ま す 。  

 

以 上 、平 成 2 8 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決

算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、ま た 、平 成 2 8 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計 及

び 小 城 市 病 院 事 業 会 計 決 算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方

公 営 企 業 法 第 3 0 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 委 員 の 意

見 を 付 し て 議 会 の 認 定 を お 願 い す る も の で ご ざ い ま す 。 

そ し て 、併 せ て 、平 成 2 8 年 度 決 算 に 係 る 実 質 赤 字 比

率 、 連 結 実 質 赤 字 比 率 、 実 質 公 債 費 比 率 、 将 来 負 担 比



10 

率 及 び 資 金 不 足 比 率 に つ き ま し て 、 議 会 に 報 告 す る も

の で ご ざ い ま す 。  

 

 続 き ま し て 、補 正 予 算 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。 

 

ま ず 、 議 案 第 7 5 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に そ れ ぞ れ

２ 億 3 , 4 0 8 万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 1 4 億 4 , 6 9 3 万 ９ 千 円 と す る も の で

ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  地 方 債 補 正 は 、 三 日 月 ふ れ あ い 公 園 テ ニ ス

コ ー ト 改 修 事 業 、 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費 を 追

加 し 、社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業（ ス マ ー ト I C 整 備

事 業・合 併 特 例 債 ）、同 事 業（ 新 設 改 良・合 併 特 例 債 ）、

臨 時 財 政 対 策 の 借 入 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

そ れ で は 、 補 正 の 主 な も の に つ い て 、 ま ず 歳 出 か ら

御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

第 ２ 款  総 務 費 で は 、 Ｌ Ｅ Ｄ 防 犯 灯 の 設 置 補 助 件 数

を 増 加 す る 費 用 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 の 記 載 事 項 を

充 実 す る 住 民 基 本 台 帳 シ ス テ ム 改 修 費 用 な ど を 計 上 し

て お り ま す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で は 、 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の 赤 字

解 消 の 費 用 の ほ か 、 過 年 度 実 施 済 み の 各 事 業 精 算 に よ

る 国 庫 負 担 金 等 の 返 還 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  
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第 ４ 款  衛 生 費 で は 、 天 山 地 区 共 同 環 境 組 合 の 地 域

振 興 対 策 事 業 の 負 担 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、 玉 ね ぎ 低 温 乾 燥 貯 蔵 施

設 を 増 設 す る 補 助 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ７ 款  商 工 費 で は 、 小 城 公 園 の 桜 樹 木 の 植 え 替 え

費 用 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ８ 款  土 木 費 で は 、 ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整

備 内 容 の 一 部 変 更 や 開 通 式 の 費 用 、 社 会 資 本 整 備 総 合

交 付 金 事 業（ 維 持 補 修 ）、同 事 業（ 橋 り ょ う 補 修 ）の 一

部 追 加 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 0 款  教 育 費 で は 、県 の 交 付 金 を 活 用 し た 小 城 明

治 維 新 1 5 0 年 記 念 事 業 の 経 費 な ど を 計 上 し て お り ま す 。 

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で は 、今 年 7 月 の 豪 雨 に よ り 被

災 し た 農 地 、 農 業 用 施 設 等 の 復 旧 に 係 る 経 費 を 計 上 し

て お り ま す 。  

第 1 2 款  公 債 費 で は 、 平 成 2 8 年 度 の 市 債 借 入 が 確

定 し た こ と に 伴 い 、 地 方 債 償 還 金 の 元 金 、 利 子 を 計 上

し て お り ま す 。  

な お 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 職 員 等 の 人 件 費 に つ い て は

今 回 の 補 正 に お い て 計 上 し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 事 務 事 業 に 伴 う 分 担 金 及 び 負 担

金 、 国 ・ 県 支 出 金 、 市 債 の ほ か 、 過 年 度 精 算 や 返 還 の

諸 収 入 、 額 の 確 定 等 に よ る 地 方 特 例 交 付 金 、 地 方 交 付

税 、 繰 越 金 を 計 上 し 、 財 源 調 整 と し て 基 金 繰 入 金 を 計
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上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 6 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 授 産 場 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入

歳 出 予 算 に そ れ ぞ れ 9 1 万 １ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 , 5 1 8 万 ３ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 歳 入 で は 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰 越 額

の 確 定 及 び 財 源 調 整 と し て 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 で ご

ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 日 々 雇 用 職 員 の 配 置 の 経 費 を 計 上

す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 7 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の

総 額 8 1 1 万 ４ 千 円 に 変 更 は な く 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰

越 額 が 確 定 い た し ま し た の で 、 一 般 会 計 繰 入 金 と 繰 越

金 の 組 み 替 え を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 8 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に そ

れ ぞ れ 1 , 3 6 3 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額

を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 億 3 , 2 5 5 万 ７ 千 円 と す る も の で

ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 は 、 歳 入 で は 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰
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越 額 が 確 定 し た こ と に よ る 一 般 会 計 繰 入 金 及 び 公 共 施

設 整 備 基 金 繰 入 金 と 繰 越 金 の 組 み 替 え を 行 う も の で ご

ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 、 公 共 下

水 道 事 業 費 、 東 新 町 浄 化 施 設 管 理 費 、 公 債 費 を 計 上 す

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 9 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 に そ れ ぞ れ 8 1 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 0 億 4 , 5 3 2 万 ３ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 歳 入 で は 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰 上 充

用 金 が 確 定 し た こ と に よ り 、 赤 字 解 消 の た め の 一 般 会

計 か ら の 繰 入 金 7 , 8 6 0 万 ４ 千 円 を 計 上 す る ほ か 、 国 庫

支 出 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 の 額 の 決 定 及

び 繰 上 充 用 金 の 確 定 並 び に 平 成 2 8 年 度 の 退 職 者 医 療 療

養 給 付 費 等 交 付 金 返 還 金 額 の 決 定 等 に よ り 計 上 す る も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 0 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者

医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出

予 算 に そ れ ぞ れ 7 6 9 万 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 9 1 6 万 ７ 千 円 と す る も の で
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ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 は 、 歳 入 で は 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰

越 金 が 確 定 し た こ と に よ り 、 補 正 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 へ の 納 付

金 の ほ か 、 過 年 度 保 険 料 の 還 付 金 を 計 上 す る も の で ご

ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 1 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定

予 算 に そ れ ぞ れ 3 0 万 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額

を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ 2 億 9 , 0 0 1 万 7 千 円 と

す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 は 、 収 益 的 収 入 で は 、 人 事 異 動 に 伴

う 児 童 手 当 の 増 額 分 と し て 営 業 外 収 益 の 他 会 計 補 助 金

を 追 加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 支 出 で は 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 職 員 の 人 件 費 の

増 額 に よ り 、 水 道 事 業 費 用 の 営 業 費 用 を 追 加 す る も の

で ご ざ い ま す 。 ま た 、 収 支 の 調 整 の た め 予 備 費 を 減 額

す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 8 2 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定

予 算 に そ れ ぞ れ 7 8 0 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算

の 総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ 1 3 億 1 , 6 1 3 万 １
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千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 人 事 異 動 に 伴 う 人 件 費 の 追 加 と 感 染

管 理 認 定 看 護 師 の 資 格 取 得 の た め の 研 修 費 用 が 必 要 と

な り 、 既 定 予 算 に 不 足 が 見 込 ま れ る た め 経 費 の 中 で 組

み 替 え る も の で ご ざ い ま す 。  

 以 上 、平 成 2 9 年 度 補 正 予 算 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま し た 。  

 

次 に 、 諮 問 第 ３ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ

い て で ご ざ い ま す が 、 人 権 擁 護 委 員 の 大 野
お お の

 良 子
り ょ う こ

氏 が

平 成 2 9 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、 

再 度 推 薦 す る た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 報 告 第 ７ 号 に つ い て 御 報 告 申 し 上 げ ま

す 。  

 

報 告 第 ７ 号  平 成 2 8 年 度 小 城 市 一 般 会 計 継 続 費 精 算

報 告 書 で ご ざ い ま す が 、市 営 漁 港 整 備 事 業 が 平 成 2 7 年

度 と 平 成 2 8 年 度 の ２ 箇 年 の 継 続 事 業 で 実 施 し 、完 了 い

た し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 5 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 、 継 続 費 の 精 算 報 告 を す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

次 に 、 報 告 第 ８ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ
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い ま す 。  

 

内 容 と い た し ま し て は 、 平 成 2 9 年 ４ 月 ８ 日 、 三 日 月

体 育 館 で 、 廊 下 が 雨 天 時 の 湿 気 で 結 露 し て い た こ と に

よ り 、 当 該 利 用 者 が 足 を 滑 ら せ て 転 倒 し 、 負 傷 す る 事

故 が 発 生 し て お り ま す 。 そ の 損 害 賠 償 に つ い て 、 小 城

市 長 の 専 決 処 分 事 項 の 指 定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号

の 規 定 に よ り 、平 成 2 9 年 ７ 月 ６ 日 付 で 専 決 処 分 を し ま

し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ

れ を 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 報 告 第 ９ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ

い ま す 。  

 

内 容 と い た し ま し て は 、 平 成 2 9 年 ７ 月 2 8 日 、 市 職

員 が 小 城 市 役 所 駐 車 場 で 草 刈 り 機 を 使 用 し て 、 除 草 作

業 を し て い た と こ ろ 、 石 を 跳 ね 、 駐 車 中 の 相 手 方 の 車

両 ド ア ガ ラ ス を 損 傷 さ せ る 事 故 が 発 生 し て お り ま す 。

そ の 損 害 賠 償 に つ い て 、 小 城 市 長 の 専 決 処 分 事 項 の 指

定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、平 成 2 9 年

８ 月 1 8 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の で 、地 方 自 治 法 第

1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ
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き ま し て は 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御

審 議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げ ま し て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


